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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被観察体内部の被観察領域に向けて可視波長帯域の光を含む照明光、および、赤外線波
長帯域の異なる波長の複数の励起光を出射する照明手段と、
　前記被観察対内部に挿入される挿入部の先端に配置され、前記被観察領域からの前記照
明光の戻り光および前記被観察領域から発せられる蛍光を撮像する撮像手段と、
　該撮像手段の光入射側に配置され、少なくとも前記複数の励起光を遮光するカットフィ
ルタとを備え、
　前記照明手段が、赤外線波長帯域の異なる波長の蛍光をそれぞれ励起させる、赤外線波
長帯域の第１の波長の励起光および前記第１の波長より長い赤外線波長帯域の第２の波長
の励起光を生成する第１励起光フィルタおよび第２励起光フィルタを備える内視鏡装置。
【請求項２】
　前記カットフィルタが、前記複数の励起光を遮断する複数の遮断帯域の間に、前記蛍光
のうちの少なくとも１つを透過する透過帯域を持つ請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　被観察体内部の被観察領域に向けて可視波長帯域の光を含む照明光、および、赤外線波
長帯域の異なる波長の複数の蛍光を励起させる赤外線波長帯域の第１の波長の励起光と該
第１の波長よりも長い赤外線波長帯域の第２の波長の励起光とを含む赤外線波長帯域の異
なる波長の複数の励起光を出射する照明手段と、
　前記被観察対内部に挿入される挿入部の先端に配置され、少なくとも前記被観察領域か
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ら発せられる前記蛍光のうち一部の蛍光を撮像する第１の撮像手段、および、少なくとも
前記被観察領域からの前記照明光の戻り光および前記被観察領域から発せられる前記蛍光
のうち、前記第１の撮像手段により撮像される蛍光以外の蛍光の一部あるいは全てを撮像
する第２の撮像手段と、
　前記第１の撮像手段の光入射側に配置され、少なくとも前記一部の蛍光を励起させる励
起光を遮光する第１カットフィルタと、
　前記第２の撮像手段の光入射側に配置され、少なくとも前記蛍光を励起させる複数の励
起光のうち、前記第１カットフィルタで遮光される励起光以外の励起光の一部あるいは全
てを遮光する第２カットフィルタとを備える内視鏡装置。
【請求項４】
　前記第１カットフィルタおよび前記第２カットフィルタの少なくとも一方が、前記複数
の励起光を遮断する複数の遮断帯域の間に、前記蛍光のうちの少なくとも１つを透過する
透過帯域を持つ請求項３に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記第１カットフィルタおよび前記第２カットフィルタの少なくとも一方は、前記複数
の遮断帯域が連続的な単一の帯域である請求項４に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記照明手段が、前記照明光および前記複数の励起光を時間順次に切り替えて出射させ
る切替手段を備える請求項１から請求項５のいずれかに記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記照明手段が、前記照明光を出射する可視光照射手段と、前記励起光を出射する励起
光照射手段とを備える請求項６に記載の内視鏡装置。
【請求項８】
　前記撮像手段により撮像された蛍光画像に基づき、前記被観察対の所定の範囲から所定
の蛍光が発生しているか否かを評価する蛍光評価手段を備える請求項１から請求項７のい
ずれかに記載の内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置および内視鏡装置を用いた蛍光評価方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生体からの自家蛍光や生体に注入した薬物の蛍光を観察し、観察した蛍光から生
体組織の変性や、癌などの疾患を診断する技術が知られている。
　例えば、生体組織に励起光を照射すると、励起光よりも波長の長い蛍光が発生する。生
体内においても励起光により蛍光を発する物質が存在し、その物質と疾患との相互関係が
あることが明らかになりつつある。また、細胞内の酵素により分解されることにより蛍光
を発する蛍光剤が知られている。癌細胞においてはこの酵素が正常な細胞よりも多く分泌
されているため、この蛍光剤を生体内に注入することにより、癌疾患の部位を診断するこ
とが可能になるとともに、酵素の分泌量を測定することが可能になる。
【０００３】
　上述のような蛍光の観察を内視鏡により行う方法も提案されており、内視鏡を用いるこ
とにより、体腔内の癌疾患などの診断が可能となっている。
　上記診断に用いられる内視鏡としては、光ファイバにより光を外部にまで誘導して観察
するファイバースコープと、内視鏡の先端部に備えたＣＣＤ素子により光を観察するビデ
オスコープとがあり、両者とも体腔内の癌疾患などの診断が行える。ファイバースコープ
はその径をビデオスコープより細くできるという利点を有し、ビデオスコープは画像の解
像度をファイバースコープよりも高くできるという利点を有している。
【０００４】
　ビデオスコープについては、径の細径化を図るとともに、観察する光の波長帯域を２つ
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に増やして上記診断に用いやすい内視鏡装置の技術が多く提案されている（例えば、特許
文献１および２参照。）。
【特許文献１】特開平８－１４０９２８号公報
【特許文献２】特開平８－２２４２０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の特許文献１においては、可視光を検出するＣＣＤ素子と、所定の１波長の蛍光を
検出するＣＣＤ素子とを備えた内視鏡が開示されている。
　このように１波長の蛍光を検出する内視鏡においては、例えば癌細胞において蛍光を発
する蛍光剤を患者に投与した際に、蛍光剤がどの部位にまで浸透しているか判らなかった
。そのため、癌細胞が存在しないため蛍光が検出されないのか、それとも蛍光剤が浸透し
ていないため蛍光が検出されないのかを判別することができず、癌細胞などの検出を容易
に行うことができないという問題があった。
【０００６】
　上述の特許文献２においては、少なくとも異なる２つの波長帯域の光を透過するフィル
タと、前記２つの波長帯域を含む複数の波長帯域に感度を有するＣＣＤ素子と、を備えた
内視鏡が開示されている。
【０００７】
　例えば２つ以上の波長帯域を２つ以上の異なる蛍光に割り当てた場合、癌細胞において
所定波長の蛍光を発する一の蛍光剤と、所定波長とは異なる波長の蛍光を発する他の蛍光
剤とを用いることで上述の特許文献１の問題を解決することができる。つまり、両蛍光剤
がどの部位にまで浸透しているか検出することができ、癌細胞が存在しないため蛍光が検
出されないのか、それとも蛍光剤が浸透していないため蛍光が検出されないのかを判別す
ることができるため、癌細胞などの検出が容易となった。
　しかしながら、特許文献２において可視光と蛍光とを同時に観察するためには、可視光
観察用と蛍光観察用の少なくとも２つの撮像素子を用いなければならない問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、被観察領域の観察を容
易に行うことができる内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を提供する。
　本発明は、被観察体内部の被観察領域に向けて可視波長帯域の光を含む照明光、および
、赤外線波長帯域の異なる波長の複数の励起光を出射する照明手段と、前記被観察対内部
に挿入される挿入部の先端に配置され、前記被観察領域からの前記照明光の戻り光および
前記被観察領域から発せられる蛍光を撮像する撮像手段と、該撮像手段の光入射側に配置
され、少なくとも前記複数の励起光を遮光するカットフィルタとを備え、前記照明手段が
、赤外線波長帯域の異なる波長の蛍光をそれぞれ励起させる、赤外線波長帯域の第１の波
長の励起光および前記第１の波長より長い赤外線波長帯域の第２の波長の励起光を生成す
る第１励起光フィルタおよび第２励起光フィルタを備える内視鏡装置を提供する。
【００１０】
　本発明によれば、被観察領域からの戻り光を撮像手段により観察することができるため
、内視鏡装置によって被観察体のどの領域を観察しているかの判断が容易となる。そのた
め、被観察体の被観察領域を探すのが容易となり、また、発見した領域が観察対象として
いる被観察領域なのか判断が容易となる。
　また、例えば、被観察領域の所定細胞に存在する酵素により分解され、励起光により所
定波長の蛍光を発する一の蛍光剤と、励起光により所定波長とは異なる波長の蛍光を発す
る他の蛍光剤とを用いた場合、両蛍光剤がどの部位にまで浸透しているか撮像手段により
検出することができる。そのため、被観察領域に所定細胞が存在しないため蛍光が検出さ
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れないのか、それとも被観察領域に蛍光剤が浸透していないため蛍光が検出されないのか
を判別することができるため、被観察領域の観察が容易となる。
【００１１】
　あるいは、例えば、被観察領域の一の所定細胞に存在する酵素により分解され、励起光
により所定波長の蛍光を発する一の蛍光剤と、他の所定細胞に存在する酵素により分解さ
れ、励起光により所定波長の蛍光を発する他の蛍光剤とを用いて、同時に複数の所定細胞
を観察することができる。そのため、一回の被検査領域の観察で複数の所定細胞を観察す
ることができ、被観察領域の観察が容易となる。
　上記発明においては、前記カットフィルタが、前記複数の励起光を遮断する複数の遮断
帯域の間に、前記蛍光のうちの少なくとも１つを透過する透過帯域を持っていてもよい。
【００１２】
　本発明は、被観察体内部の被観察領域に向けて可視波長帯域の光を含む照明光、および
、赤外線波長帯域の異なる波長の複数の蛍光を励起させる赤外線波長帯域の第１の波長の
励起光と該第１の波長よりも長い赤外線波長帯域の第２の波長の励起光とを含む赤外線波
長帯域の異なる波長の複数の励起光を出射する照明手段と、前記被観察体内部に挿入され
る挿入部の先端に配置され、少なくとも前記被観察領域から発せられる前記蛍光のうちの
一部の蛍光を撮像する第１の撮像手段、および、少なくとも前記被観察領域からの前記照
明光の戻り光および前記被観察領域から発せられる前記蛍光のうち、前記第１の撮像手段
に撮像された蛍光光以外の蛍光の一部あるいはすべてを撮像する第２の撮像手段と、前記
第１の撮像手段の光入射側に配置され、少なくとも前記一部の蛍光を励起させる励起光を
遮光する第１カットフィルタと、前記第２の撮像手段の光入射側に配置され、少なくとも
前記蛍光を励起させる複数の励起光のうち、前記第１カットフィルタで遮光される励起光
以外の励起光の一部あるいは全てを遮光する第２カットフィルタとを備える内視鏡装置を
提供する。
【００１３】
　本発明によれば、被観察領域からの戻り光を第２の観察手段により観察することができ
るため、内視鏡装置によって被観察体のどの領域を観察しているかの判断が容易となる。
そのため、被観察体の被観察領域を探すのが容易となり、また、発見した領域が観察対象
としている被観察領域なのか判断が容易となる。
　また、例えば、被観察領域の所定細胞に存在する酵素により分解され、励起光により所
定波長の蛍光を発する一の蛍光剤と、励起光により所定波長とは異なる波長の蛍光を発す
る他の蛍光剤とを用いた場合、両蛍光剤がどの部位にまで浸透しているか第１の撮像素子
および第２の撮像素子により検出することができる。そのため、被観察領域に所定細胞が
存在しないため蛍光が検出されないのか、それとも被観察領域に蛍光剤が浸透していない
ため蛍光が検出されないのかを判別することができるため、被観察領域の観察が容易とな
る。
【００１４】
　あるいは、例えば、被観察領域の一の所定細胞に存在する酵素により分解され、励起光
により所定波長の蛍光を発する一の蛍光剤と、他の所定細胞に存在する酵素により分解さ
れ、励起光により所定波長の蛍光を発する他の蛍光剤とを用いて、同時に複数の所定細胞
を観察することができる。そのため、一回の被検査領域の観察で複数の所定細胞を観察す
ることができ、被観察領域の観察が容易となる。
【００１５】
　また、上記発明においては、前記照明手段が、前記照明光および前記複数の励起光を時
間順次に切り替えて出射させる切替手段を有することが望ましい。
　本発明によれば、被観察領域からの戻り光および被観察領域から発せられる複数の蛍光
も時間順次に撮像手段、または、第１の撮像手段および第２の撮像手段に入射する。その
ため、戻り光および蛍光による被観察領域の画像を時間順次に取得することができる。そ
の結果、戻り光および蛍光による画像の処理を別々に行いやすくすることができるととも
に、一つの撮像手段により、複数の波長帯域の光による被観察領域の画像を撮像すること
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ができる。
【００１６】
　さらに、上記発明においては、前記照明手段が、前記照明光を出射する可視光照射手段
と、前記励起光を出射する励起光照射手段と、を有することが望ましい。
　本発明によれば、照明光と励起光とを別々の照射手段により出射させているため、照明
光の出射タイミングと励起光の出射タイミングとを別々に制御することができる。
【００１７】
　上記発明においては、前記第１カットフィルタおよび前記第２カットフィルタの少なく
とも一方が、前記複数の励起光を遮断する複数の遮断帯域の間に、前記蛍光のうちの少な
くとも１つを透過する透過帯域を持つことが望ましい。
　本発明によれば、第１カットフィルタまたは第２カットフィルタの少なくとも一方には
、複数の励起光を遮断する複数の遮断帯域が形成されるとともに、上記蛍光のうち少なく
とも１つの蛍光の波長帯域が当該複数の遮断帯域の間に位置するように、上記複数の遮断
帯域の波長帯域が選択されている。
　そのため、例えば、一の励起光により励起される一の蛍光の波長帯域が、一の励起光の
波長帯域と接近している場合であっても、カットフィルタは、一の励起光を遮断するとと
もに、一の蛍光を透過させることができる。
【００１８】
　上記発明においては、前記第１カットフィルタおよび前記第２カットフィルタの少なく
とも一方は、前記複数の遮断帯域が連続的な単一の帯域であることが望ましい。
　本発明によれば、第１カットフィルタおよび第２カットフィルタの少なくとも一方は、
複数の励起光の波長帯域を遮断する１つの遮断帯域を有している。そのため、複数の励起
光をそれぞれ別個に遮断する複数の遮断帯域を、カットフィルタに形成する場合と比較し
て、カットフィルタの製造を容易にすることができる。
【００１９】
　上記発明においては、前記撮像手段により撮像された蛍光画像に基づき、前記被観察体
の所定の範囲から所定の蛍光が発生しているか否かを評価する蛍光評価手段を有すること
が望ましい。
　本発明によれば、蛍光評価手段を有するため、被観察体の所定の範囲において所定の蛍
光が発生しているか否かを評価することにより、被観察体に導入された複数の蛍光剤が所
定の範囲に浸透しているかどうかを判定できる。
【００２０】
　本発明の一参考例は、内視鏡装置の挿入都から被観察体の内部に複数の励起光を照射す
る照射ステップと、前記被観察体において反射した前記複数の励起光を遮光し、前記被観
察体内部から発生した複数の蛍光を撮像する撮像ステップと、前記撮像ステップで撮像さ
れた蛍光画像に基づき、前記被観察体の所定の範囲から所定の蛍光が発生しているか否か
を評価する蛍光評価ステップと、を有する内視鏡装置を用いた蛍光評価方法を提供する。
【００２１】
　本参考例によれば、被観察体の所定の範囲において、所定の蛍光が発生しているか否か
を評価することにより、被観察体に導入された複数の蛍光剤が所定の範囲に浸透している
か否かを判定できる。
【００２２】
　上記参考例においては、前記蛍光評価ステップは、前記所定の範囲において発生した前
記複数の蛍光のうちの一の蛍光における蛍光量を測定する測定ステップと、前記蛍光量に
基づいて、前記複数の蛍光にかかる蛍光剤が、前記所定の範囲に浸透しているか否かを判
定する判定ステップと、前記複数の蛍光剤が前記所定の範囲に浸透していると判定された
場合に、前記所定の範囲において他の蛍光を検出する検出ステップと、からなることが望
ましい。
【００２３】
　本参考例によれば、被観察体の所定の範囲において、一の蛍光の蛍光量が所定量をこえ
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るかどうかを測定する。所定量を超えない場合には、複数の蛍光剤がいずれも被観察体の
所定の範囲に浸透していないと判定される。一方、所定量を超える場合には、複数の蛍光
剤が所定の範囲に浸透していると判定され、他の蛍光を検出する。
　この結果、他の蛍光が検出されない場合には、被観察体には蛍光剤が浸透しているが、
所定細胞に存在可能な蛍光剤が所定量以上存在しないと判定することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明による内視鏡装置によれば、被観察領域からの戻り光を観察することができるた
め、被観察領域を探すのが容易となり、その観察が容易になるという効果を奏する。
　また、複数の蛍光を観察することができるため、被観察領域に所定細胞が存在しないた
め蛍光が検出されないのか、被観察領域に蛍光剤が浸透していないため蛍光が検出されな
いのかを判別することができ、被観察領域の観察が容易になるという効果を奏する。ある
いは、一回の被検査領域の観察で複数の所定細胞を観察することができ、被観察領域の観
察が容易になるという効果を奏する。
【００２５】
　また、本発明による内視鏡装置を用いた蛍光評価方法によれば、被観察領域に所定細胞
が存在しないため蛍光が検出されないのか、被観察領域に蛍光剤が浸透していないため蛍
光が検出されないのかを判別することができ、被観察領域の観察が容易になるという効果
を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
〔第１の実施の形態〕
　以下、本発明の第１の実施の形態について図１から図５を参照して説明する。
　図１に示す内視鏡装置１０は、本発明の第１の実施形態に係り、蛍光により病変部を診
断する内視鏡装置である。
　内視鏡装置１０は、図１に示すように、可視光および励起光を時間順次に出射する光源
部（照明手段）２０と、生体体腔内に挿入され病変部（被観察領域）Ｃを撮像する内視鏡
スコープ（挿入部）３０と、内視鏡スコープ３０により撮像された病変部（被観察領域、
所定の範囲）Ｃの画像信号を信号処理する信号処理ユニット６０と、信号処理ユニット６
０からの出力を表示するモニタ７０と、から概略構成されている。
【００２７】
　光源部２０は、可視光および励起光の波長帯域を含む光を出射する例えばキセノンラン
プ等の光源２１と、光源２１に電力を供給する電源２２と、光源２１から出射された光を
可視光および励起光に変換する照射フィルタ２３と、照射フィルタ２３を回転駆動するモ
ータドライバ（切替手段）２４と、照射フィルタ２３の回転速度、位相を制御するタイミ
ングジェネレータ（切替手段）２５と、から概略構成されている。
【００２８】
　図２は、光源部２０に備えられている照射フィルタ２３の構成を説明する平面図である
。
　照射フィルタ２３は、図２に示すように、円板状に形成された板部材２６と、板部材２
６の中心に設けられた回転軸２７とから概略形成されている。
　回転軸２７は、モータドライバ２４に制御されるモータ（図示せず）に接続されている
。
　板部材２６には、内周側および外周側の同一円周上にそれぞれフィルタの組が配置され
ている。外周側の同一円周上には、青色光（照明光）Ｂを透過する青色光フィルタ（可視
光照射手段）２８Ｂと、緑色光（照明光）Ｇを透過する緑色光フィルタ（可視光照射手段
）２８Ｇと、赤色光（照明光）Ｒを透過する赤色光フィルタ（可視光照射手段）２８Ｒと
、赤外線波長帯域の波長を有する第１励起光（励起光）ＥＸ１を透過する第１励起光フィ
ルタ（励起光照射手段）２８ＥＸ１と、第１励起光より長い波長を有する第２励起光（励
起光）ＥＸ２を透過する第２励起光フィルタ（励起光照射手段）２８ＥＸ２と、のフィル
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タの組が配置されている。これら各フィルタ２８Ｂ，２８Ｇ，２８Ｒ，２８ＥＸ１，２８
ＥＸ２は、等間隔に配置されている。
　また、内周側の同一円周上には、青色フィルタ２８Ｂと、緑色フィルタ２８Ｇと、赤色
フィルタ２８Ｒと、のフィルタの組が配置されている。これら各フィルタ２８Ｂ，２８Ｇ
，２８Ｒは、等間隔に配置されている。
【００２９】
　図３（ａ）は、照射フィルタ２３に備えられている各フィルタの光透過特性を示した図
である。各フィルタ２８Ｂ，２８Ｇ，２８Ｒ，２８ＥＸ１，２８ＥＸ２の光の透過波長帯
域の関係は、図３（ａ）に示すように、短波長側から、青色フィルタ２８Ｂ、緑色フィル
タ２８Ｇ、赤色フィルタ２８Ｒ、第１励起フィルタ２８ＥＸ１、第２励起フィルタ２８Ｅ
Ｘ２の順になっている。
　青色フィルタ２８Ｂ、緑色フィルタ２８Ｇ、赤色フィルタ２８Ｒの透過波長帯域は、可
視光波長帯域に含まれており、第１励起フィルタ２８ＥＸ１、第２励起フィルタ２８ＥＸ
２の透過波長帯域は、赤外線波長帯域に含まれている。
【００３０】
　なお、照射フィルタ２３の内周側および外周側に配置された青色フィルタ２８Ｂ、緑色
フィルタ２８Ｇ、赤色フィルタ２８Ｒの光透過特性は同一のものであっても良いし、異な
らせてもよい。
　例えば、内周側に配置された青色フィルタ２８Ｂ、緑色フィルタ２８Ｇ、赤色フィルタ
２８Ｒの光透過特性のバランスを全体的に長波長側にシフトさせてもよい。内周側のフィ
ルタの組には赤外線波長領域の励起光を透過するフィルタが含まれていないため、上述の
ように可視光波長領域の照明光のバランスを長波長側にシフトさせることができる。
【００３１】
　照射フィルタ２３は、移動部（図示せず）により板部材２６の面方向（例えば、図２中
の上下方向）にスライド移動するように配置されている。このように構成することにより
、光源２１からの光が入射する領域を、板部材２６の内周側と外周側とで切り替えること
ができる。例えば、板部材２６の内周側に光源２１からの光を入射させることにより、光
源部２０からＲ，Ｇ，Ｂの各波長の光を時間順次に出射させることができる。そのため、
可視光領域の光のみで病変部Ｃを照明することができ、観察することができる。また、板
部材２６の外周側に光源２１からの光を入射させることにより、光源部２０からＢ，Ｇ，
Ｒ，ＥＸ１，ＥＸ２の各波長の光を時間順次に出射させることができる。
【００３２】
　タイミングジェネレータ２５は、光源部２０からＢ，Ｇ，Ｒ，ＥＸ１，ＥＸ２の各波長
の光を時間順次に出射させるタイミング信号を生成し、モータドライバ２４にタイミング
信号を出力できるように配線されている。また、生成されたタイミング信号は、後述する
ＣＣＤ３５を制御するＣＣＤドライバ３７にも入力できるように配線されている。さらに
、後述する信号処理ユニット６０の切替器６３にもタイミング信号を出力できるように配
線されている。
【００３３】
　内視鏡スコープ３０には、光源部２０から出射された各波長の光をその先端部３１に導
くライトガイド３２が備えられている。先端部３１には、病変部Ｃからの戻り光および蛍
光が入射されるレンズ系３３と、レンズ系３３を透過した光のうち第１励起光ＥＸ１およ
び第２励起光ＥＸ２を遮光するカットフィルタ３４と、カットフィルタ３４を透過した光
による病変部Ｃの像が結像されるＣＣＤ（撮像手段）３５と、が備えられている。
　ＣＣＤ３５により撮像された病変部ＣのＢ，Ｇ，Ｒ，ＥＸ１，ＥＸ２の各波長の光によ
る画像信号は、内視鏡スコープ３０に配置された配線３６により信号処理ユニット６０に
出力される。
【００３４】
　信号処理ユニット６０には、画像信号を増幅するアンプ６１と、画像信号をデジタル信
号に変換するＡ／Ｄ変換器６２と、デジタル信号を後述する各メモリに振り分ける切替器
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６３と、各デジタル信号を一時的に格納する第１メモリ６４Ａ、第２メモリ６４Ｂ、第３
メモリ６４Ｃ、第４メモリ６４Ｄ、第５メモリ６４Ｅと、各メモリから出力されたデジタ
ル信号をアナログの画像信号に変換し、モニタ７０に出力するＤ／Ａ変換器６５と、が備
えられている。
　切替器６３には、前述のタイミングジェネレータ２５からタイミング信号が入力され、
タイミング信号に基づいて病変部ＣのＢ，Ｇ，Ｒ，ＥＸ１，ＥＸ２の各波長の光によるデ
ジタル画像信号を振り分けている。
【００３５】
　次に、上記の構成からなる内視鏡装置１０における作用について説明する。
　光源２１に電源２２から電力が供給されると、図１および図２に示すように、青色光Ｂ
から第２励起光ＥＸ２まで全ての波長を含む光が光源２１から照射フィルタ２３に向けて
出射される。照射フィルタ２３は回転軸２６を中心に回転しており、例えば、回転フィル
タ２３の外周側に光源２１の光が当たると、回転している各フィルタ２８Ｂ，２８Ｇ，２
８Ｒ，２８ＥＸ１，２８ＥＸ２に光源２１の光が時間順次に照射される。
【００３６】
　照射フィルタ２３からは、各フィルタ２８Ｂ，２８Ｇ，２８Ｒ，２８ＥＸ１，２８ＥＸ
２に対応した各光Ｂ，Ｇ，Ｒ，ＥＸ１，ＥＸ２が、照射フィルタ２３の回転周期に応じて
時間順次に射出される。照射フィルタ２３を透過した各光Ｂ，Ｇ，Ｒ，ＥＸ１，ＥＸ２は
、内視鏡スコープ３０のライトガイド３２に入射される。ライトガイド３２により体腔内
に導かれた各光Ｂ，Ｇ，Ｒ，ＥＸ１，ＥＸ２は体腔内に射出され、病変部Ｃを照明する。
【００３７】
　図３（ｂ）は、病変部Ｃに与えられている蛍光剤を励起する励起光と蛍光剤から発せら
れる蛍光との波長を説明する図である。病変部Ｃには、図３（ｂ）に示すように、あらか
じめ第１励起光ＥＸ１により第１蛍光（蛍光）ＦＬ１を発する第１蛍光剤と、病変部Ｃの
病変に係る細胞（例えば癌細胞）に存在する酵素等により分解され、かつ第２励起光ＥＸ
２により第２蛍光（蛍光）ＦＬ２を発する第２蛍光剤が与えられている。
　そのため、病変部Ｃの第１蛍光剤が浸透している領域からは、第１蛍光ＦＬ１が発せら
れ、癌細胞からは第２蛍光ＦＬ２が発せられている。
　なお、病変部Ｃに与えられる蛍光剤としては、上述のように、一方に励起光のみにより
蛍光を発する蛍光剤、他方に所定の酵素により分解され励起光により蛍光を発する蛍光剤
を用いてもよいし、両者とも励起光のみにより蛍光を発する蛍光剤を用いてもよく、蛍光
剤の種類、その組み合わせは特に限定されるものではない。
　なお、上述のような赤外線波長帯域の蛍光を発する蛍光剤としては、例えば、Ｃｙ５，
Ｃｙ７，ＩＲＤ７００，Ｌａｆｏｌｌａ　Ｂｌｕｅ等を挙げることができる。
【００３８】
　病変部Ｃからの各光Ｂ，Ｇ，Ｒ，ＥＸ１，ＥＸ２の戻り光および蛍光剤から発せられる
各蛍光ＦＬ１，ＦＬ２は、図１に示すように、レンズ系３３を介してカットフィルタ３４
に入射される。
　カットフィルタ３４は、図３（ｃ）に示すように、第１励起光ＥＸ１および第２励起光
ＥＸ２の波長帯域の光を遮光して、他の波長帯域の光を透過する光透過特性を有している
。そのため、病変部Ｃからの各光Ｂ，Ｇ，Ｒの戻り光および各蛍光ＦＬ１，ＦＬ２は、カ
ットフィルタ３４を透過してＣＣＤ３５に入射する。
【００３９】
　ＣＣＤ３５は、ＣＣＤドライバ３７の制御に基づいて、時間順次に入射する各光Ｂ，Ｇ
，Ｒの戻り光および各蛍光ＦＬ１，ＦＬ２による像のそれぞれの画像信号（アナログ信号
）を生成する。生成された各画像信号は、生成された順に信号処理ユニット６０に出力さ
れる。
【００４０】
　信号処理ユニット６０に入力された画像信号は、まずアンプ６１により増幅される。そ
して、Ａ／Ｄ変換器６２によりデジタル信号に変換され、切替器６３に入力される。
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　切替器６３は、タイミングジェネレータ２５のタイミング信号に基づき時間順次に入力
されるデジタル信号を各メモリ６４Ａ，６４Ｂ，６４Ｃ，６４Ｄ，６４Ｅに振り分ける。
具体的には、青色光Ｂによる病変部Ｃのデジタル画像信号は、切替器６３により第１メモ
リ６４Ａに振り分けられ、一時的に格納される。以後同様に、緑色光Ｇのデジタル画像信
号は第２メモリ６４Ｂに振り分けられ、赤色光Ｒのデジタル画像信号は第３メモリ６４Ｃ
に振り分けられる。第１蛍光ＦＬ１の蛍光画像のデジタル画像信号は、切替器６３により
第４メモリ６４Ｄに振り分けられ、第２蛍光ＦＬ２の蛍光画像のデジタル画像信号は、第
５メモリ６４Ｅに振り分けられる。
【００４１】
　各メモリ６４Ａ，６４Ｂ，６４Ｃ，６４Ｄ，６４Ｅにデジタル画像信号が格納されると
、各デジタル画像信号はＤ／Ａ変換器６５に出力される。Ｄ／Ａ変換器６５に入力された
デジタル画像信号はアナログ画像信号に変換され、アナログ画像信号はモニタ７０に出力
される。
【００４２】
　青色光Ｂ、緑色光Ｇ、赤色光Ｒによる病変部Ｃの画像は合成されてカラーの病変部Ｃの
画像としてモニタ７０に表示される。第１蛍光ＦＬ１の画像および第２蛍光ＦＬ２の画像
は、図４に示すように、カラーの病変部Ｃの画像上に重ねあわされて表示される。蛍光の
強度は、蛍光画像を表示する色の濃淡で表示しても良いし、色相（例えば蛍光強度が強く
なるにつれて、青から段階的に赤くなる表示方法）で表示しても良い。または、図５に示
すように、蛍光画像の境界線のみを表示するようにしてもよい。
【００４３】
　なお、観察者の入力により、観察画像の表示方法を上述のようにカラーの病変部Ｃの画
像上に蛍光の画像を重ね合わせる方法から、カラーの病変部Ｃの画像と蛍光の画像とを並
べて表示する方法に切替られるようにしてもよい。また、観察者の入力により第１蛍光Ｆ
Ｌ１の画像および第２蛍光ＦＬ２の画像いずれか一方のみを表示するようにしてもよいし
、さらに、表示する蛍光画像を切り替えられるようにしてもよい。
【００４４】
　上記の構成によれば、２つの異なる波長帯域の各蛍光ＦＬ１，ＦＬ２を同時に観察する
ことができる。そのため、第１蛍光ＦＬ１を同時に観察することにより、病変部Ｃに癌細
胞が存在しないため第２蛍光ＦＬ２が検出されないのか、それとも病変部Ｃに第２蛍光剤
が浸透していないため第２蛍光ＦＬ２が検出されないのかを判別することができる。その
結果、病変部Ｃの観察が容易となる。
【００４５】
　光源部２０から各波長帯域の光Ｂ，Ｇ，Ｒ，ＥＸ１，ＥＸ２を時間順次に出射している
ため、病変部Ｃからの戻り光Ｂ，Ｇ，Ｒおよび蛍光ＦＬ１，ＦＬ２も時間順次にＣＣＤ３
５に入射する。そのため、１つのＣＣＤ３５で、複数の異なる波長帯域の光の画像を別々
に画像信号化することができる。その結果、内視鏡スコープ３０の先端部３１の細径化を
図ることが容易となる。
【００４６】
　内視鏡装置１０は、可視光波長帯域の各光Ｂ，Ｇ，Ｒを観察することができるため、内
視鏡装置１０により観察した画像をカラー画像として表示することができる。そのため、
内視鏡装置１０がどの領域を観察しているか判断することが容易となる。このことから、
病変部Ｃを探すのが容易となるとともに、発見した領域が病変部Ｃなのか判断が容易とな
る。
【００４７】
〔第１の実施形態の第１変形例〕
　次に、本発明の第１の実施形態の第１変形例について図６および図７を参照して説明す
る。
　本実施の形態の内視鏡装置の基本構成は、第１の実施の形態と同様であるが、第１の実
施の形態とは、光源部および内視鏡スコープの構成が異なっている。よって、本実施の形
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態においては、図６および図７を用いて光源部および内視鏡スコープ周辺のみを説明し、
信号処理ユニット等の説明を省略する。
　なお、第１の実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００４８】
　図６に示す内視鏡装置１１０は、本発明の第１の実施形態の第１変形例に係り、蛍光に
より病変部を診断する内視鏡装置である。
　内視鏡装置１１０は、図６に示すように、可視光および励起光を時間順次に出射する光
源部（照明手段）１２０と、生体体腔内に挿入され病変部Ｃを撮像する内視鏡スコープ（
挿入部）１３０と、内視鏡スコープ１３０により撮像された病変部Ｃの画像信号を信号処
理する信号処理ユニット６０と、信号処理ユニット６０からの出力を表示するモニタ７０
と、から概略構成されている。
【００４９】
　光源部１２０は、可視光の波長帯域を含む光を出射する例えばキセノンランプ等の光源
１２１と、光源２１に電力を供給する電源２２と、光源１２１から出射された光を各色光
Ｂ，Ｇ，Ｒに変換する照射フィルタ（可視光照射手段）１２３と、照射フィルタ１２３を
回転駆動するモータドライバ２４と、第１励起光ＦＬ１および第２励起光ＦＬ２を出射す
るレーザ光源（励起光照射手段）１２７と、照射フィルタ１２３の回転速度、位相および
レーザ光源１２７の励起光出射を制御するタイミングジェネレータ（切替手段）１２５と
、から概略構成されている。
【００５０】
　図７は、光源部１２０に備えられている照射フィルタ１２３の構成を説明する平面図で
ある。
　照射フィルタ１２３は、図７に示すように、円板状に形成された板部材２６と、板部材
２６の中心に設けられた回転軸２７とから概略形成されている。
　板部材２６には、内周側および外周側の同一円周上にそれぞれフィルタの組が配置され
ている。外周側の同一円周上には、青色フィルタ２８Ｂと、緑色フィルタ２８Ｇと、赤色
フィルタ２８Ｒと、のフィルタの組が配置されている。青色フィルタ２８Ｂと赤色フィル
タ２８Ｒとの間隔は、他のフィルタとの間隔よりも広く確保されている。このような構成
にすることにより、赤色光Ｒと青色光Ｂとの出射タイミングの間に、第１励起光ＥＸ１お
よび第２励起光ＥＸ２の出射タイミングを設けることができる。
【００５１】
　レーザ光源１２７は、タイミングジェネレータ２５から入力されるタイミング信号に基
づき、赤色光Ｒと青色光Ｂとの出射タイミングの間に、第１励起光ＦＬ１および第２励起
光ＦＬ２を時間順次に出射する。
　なお、各波長帯域の光の出射タイミングは、長波長側から短波長側に向かって順に出射
されるようにしてもよいし、逆に短波長側から長波長側に向かって出射されるようにして
もよく、特に限定するものではない。
【００５２】
　内視鏡スコープ１３０には、照射フィルタ１２３から出射されたＢ，Ｇ，Ｒの各波長の
光をその先端部３１に導くライトガイド３２と、レーザ光源１２７から出射されたＥＸ１
，Ｅ２の各波長の励起光を先端部３１に導く励起光ライトガイド１３３と、が備えられて
いる。
【００５３】
　次に、上記の構成からなる内視鏡装置１１０における作用について説明する。
　光源１２１に電源２２から電力が供給されると、図６に示すように、青色光Ｂから赤色
光Ｒまでの波長を含む光が光源１２１から照射フィルタ１２３に向けて出射される。照射
フィルタ１２３は回転軸２６を中心に回転しており、回転している各フィルタ２８Ｂ，２
８Ｇ，２８Ｒに光源２１の光が時間順次に照射される。
【００５４】
　照射フィルタ２３からは、各フィルタ２８Ｂ，２８Ｇ，２８Ｒ，に対応した各光Ｂ，Ｇ
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，Ｒが、照射フィルタ２３の回転周期に応じて時間順次に射出される。レーザ光源１２７
からは、各励起光ＥＸ１，ＥＸ２が時間順次に出射される。照射フィルタ２３およびレー
ザ光源１２７は、タイミングジェネレータ２５のタイミング信号に基づいて制御されてい
る。そのため、Ｂ，Ｇ，Ｒの各色光およびＥＸ１，ＥＸ２の各励起光を時間順次に光源部
１２０から出射させることができる。
【００５５】
　照射フィルタ２３を透過したＢ，Ｇ，Ｒの各色光は、内視鏡スコープ３０のライトガイ
ド３２に入射される。ライトガイド３２により体腔内に導かれたＢ，Ｇ，Ｒの各色光は、
体腔内に射出され病変部Ｃを照明する。また、レーザ光源１２７から出射されたＥＸ１，
ＥＸ２の各励起光は、励起光ライトガイド１３３に入射される。励起光ライトガイド１３
３により体腔内に導かれたＥＸ１，ＥＸ２の各励起光は、体腔内に射出され病変部Ｃを照
明する。
　以後の作用は第１の実施形態と同様であるので説明を省略する。
【００５６】
　上記の構成によれば、可視光波長帯域の照明光Ｂ，Ｇ，Ｒを出射する照射フィルタ２３
と、赤外線波長帯域の励起光ＥＸ１、ＥＸ２を出射するレーザ光源１２７と、を別々の構
成としている。そのため、照明光Ｂ，Ｇ，Ｒの出射タイミングと、励起光ＥＸ１、ＥＸ２
の出射タイミングと、を別々に制御することができる。
【００５７】
〔第１の実施形態の第２変形例〕
　次に、本発明の第１の実施形態の第２変形例について図８から図１１を参照して説明す
る。
　本実施の形態の内視鏡装置の基本構成は、第１の実施の形態と同様であるが、第１の実
施の形態とは、信号ユニット６０の内部の構成が異なっている。よって、本実施の形態に
おいては、図８から図１１を用いて信号ユニット６０のみを説明し、内視鏡スコープ等の
説明を省略する。
　なお、第１の実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００５８】
　図８に示すように、信号処理ユニット１６０には、画像信号を増幅するアンプ６１と、
画像信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器６２と、デジタル信号を後述する各メモ
リに振り分ける切替器６３と、各デジタル信号を一時的に格納する第１メモリ６４Ａ、第
２メモリ６４Ｂ、第３メモリ６４Ｃ、第４メモリ６４Ｄ、第５メモリ６４Ｅと、各メモリ
から出力されたデジタル信号をアナログの画像信号に変換し、モニタ７０に出カするＤ／
Ａ変換器６５と、蛍光信号測定部（蛍光評価手段）６６と、が備えられている。
【００５９】
　切替器６３には、前述のタイミングジェネレータ２５からタイミング信号が入力され、
タイミング信号に基づいて病変部ＣのＢ，Ｇ，Ｒ，ＥＸ１，ＥＸ２の各波長の光によるデ
ジタル画像信号を振り分けている。
【００６０】
　蛍光剤が病変部Ｃに浸透しているかを評価する方法を、図９のフローチャートを用いて
説明する。
　ライトガイド３２により体腔内に導かれた励起光ＥＸ１，ＥＸ２は体腔内に射出され、
病変部Ｃを照明し（照射ステップ、ステップＳ１）、病変部（被観察体）から発生した各
蛍光ＦＬ１，ＦＬ２（第１の蛍光、第２の蛍光）はカットフィルタ３４を透過してＣＣＤ
３５に入射し、撮像される（撮像ステップ、ステップＳ２）。
　ＣＣＤによって生成された各蛍光ＦＬ１，ＦＬ２の信号はＡ／Ｄ変換され、信号処理ユ
ニット６０に入力され、切替器６３によってメモリ６４Ｄ，６４Ｅに振り分けられる。
【００６１】
　蛍光信号測定部６６は、メモリ６４Ｄに格納された蛍光ＦＬ１に対応するデジタル画像
信号を読み出し、全ての画素において蛍光ＦＬ１の蛍光信号の総和を計算する（測定ステ
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ップ）。そして、信号の総和量が予め定められた所定値以上であるか、下回るかを判定す
る（判定ステップ、ステップＳ３）。
　信号の総和量が所定値以上の場合には、モニタ７０上にマーク（蛍光評価手段）７１を
点灯表示させることにより（図１０参照）、蛍光剤が病変部Ｃに行き渡っていることを表
示する（ステップＳ４）。
　一方、信号の総和量が所定値を下回っている場合には、モニタ７０上のマーク７１を消
灯表示することにより、蛍光剤が病変部Ｃに行き渡っていないことを表示する（ステップ
Ｓ５）。
【００６２】
　蛍光剤が病変部Ｃに行き渡っている場合には、メモリ６４Ｅに格納された蛍光ＦＬ２に
対応するデジタル画像信号を読み出し、蛍光ＦＬ２の蛍光信号量を検出する（検出ステッ
プ、ステップＳ６）。蛍光ＦＬ２が検出された場合は、蛍光ＦＬ２の発生箇所をモニタ７
０に他の正常組織と異なる色で表示させる。
【００６３】
　なお、上述のように、信号の総和量が所定値以上の場合に、モニタ７０のマーク７１を
点灯表示させてもよいし、信号の総和量が所定値を下回る場合に、モニタ７０のマーク７
１を点灯表示させてもよい。
　さらに、モニタ７０のマークを点灯表示の代わりに、アラーム等を鳴らすことにより、
信号の総和量が所定値以上であることを通知してもよい。
【００６４】
　なお、蛍光ＦＬ１の蛍光量の判定を表示する方法として上述のように、モニタ７０のマ
ークを点灯表示させる方法でもよいし、図１１に示すように、モニタ７０に蛍光ＦＬ１の
信号総量を蛍光量表示バー（蛍光評価手段）７２により表示する方法であってもよい。
【００６５】
　蛍光量表示バー７２には、蛍光ＦＬ１の蛍光量に比例して上下する表示バー７３と、上
記所定値に対応する基準線７４とが設けられている。表示バー７３が基準線７４を越えた
場合には、十分に病変部に蛍光剤が浸透したことを表している。一方、表示バー７３が基
準線７４を下回った場合には、病変部に蛍光剤が十分に浸透していないことを表している
。または、被観察体までの距離が遠いことにより、蛍光ＦＬ１の受光量が少ないことを表
している。また、表示バー７３が０の場合には、病変部Ｃには蛍光剤が全く浸透していな
いことを表している。
【００６６】
　なお、観察者の入力により、病変部Ｃに第１の蛍光剤が行き渡ったかを判定する範囲を
、画像全域の総量ではなく画面上の局所的な範囲に設定して、設定範囲内の判定を行うこ
ともできる。
【００６７】
　上記の構成によれば、第２の蛍光剤の観察を行いながら、画面を切り替えることなく第
１の蛍光剤が病変部Ｃに浸透していることをモニタ上に表示されたマークなどで確認する
ことができる。
【００６８】
〔第２の実施の形態〕
　次に、本発明の第２の実施形態について図１２から図１３を参照して説明する。
　本実施の形態の内視鏡装置の基本構成は、第１の実施の形態と同様であるが、第１の実
施の形態とは、カットフィルタが異なっている。よって、本実施の形態においては、図１
２から図１３を用いてカットフィルタ周辺のみを説明し、信号処理ユニット等の説明を省
略する。
　なお、第１の実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００６９】
　図１２に示す内視鏡スコープ２３０は、本実施の形態に係る内視鏡装置２１０の内視鏡
スコープを説明する断面図である。
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　内視鏡スコープ２３０の先端部３１には、病変部Ｃからの戻り光および蛍光が入射され
るレンズ系３３と、レンズ系３３を透過した光のうち第３励起光ＥＸ３および第４励起光
ＥＸ４を遮光するカットフィルタ２３４と、カットフィルタ２３４を透過した光による病
変部Ｃの像が結像されるＣＣＤ３５と、が備えられている。
【００７０】
　図１３（ａ），（ｂ）は、病変部Ｃに与えられている蛍光剤を励起する励起光と蛍光剤
から発せられる蛍光との波長を説明する図である。病変部Ｃには、図１３（ａ）に示すよ
うに、あらかじめ第３励起光ＥＸ３により第３蛍光（蛍光）ＦＬ３を発する第３蛍光剤と
、図１３（ｂ）に示すように、病変部Ｃの病変に係る細胞（例えば癌細胞）に存在する酵
素等により分解され、かつ第４励起光ＥＸ４により第４蛍光（蛍光）ＦＬ４を発する第４
蛍光剤が与えられている。
　そのため、病変部Ｃの第３蛍光剤が浸透している領域からは、第３蛍光ＦＬ３が発せら
れ、癌細胞からは第４蛍光ＦＬ４が発せられている。
【００７１】
　病変部Ｃからの各光Ｂ，Ｇ，Ｒ，ＥＸ３，ＥＸ４の戻り光および蛍光剤から発せられる
各蛍光ＦＬ３，ＦＬ４は、図１２に示すように、レンズ系３３を介してカットフィルタ２
３４に入射される。
　カットフィルタ２３４は、図１３（ｃ）に示すように、第３励起光ＥＸ３および第４励
起光ＥＸ４の波長帯域を含む所定波長帯域の光を遮光して、他の波長帯域の光を透過する
光透過特性を有している。そのため、病変部Ｃからの各光Ｂ，Ｇ，Ｒの戻り光および各蛍
光ＦＬ３，ＦＬ４は、カットフィルタ２３４を透過してＣＣＤ３５に入射する。
【００７２】
　上記の構成によれば、第３および第４励起光ＥＸ３，ＥＸ４のように波長帯域が接近し
た蛍光剤を用いることができる。そのため、蛍光剤の使用可能な組み合わせパターンを増
やすことができ、病変部Ｃの観察をより行いやすくすることができる。
【００７３】
〔第３の実施の形態〕
　次に、本発明の第３の実施形態について図１４から図１５を参照して説明する。
　本実施の形態の内視鏡装置の基本構成は、第１の実施の形態と同様であるが、第１の実
施の形態とは、内視鏡スコープの構成が異なっている。よって、本実施の形態においては
、図１４および図１５を用いて内視鏡スコープ周辺のみを説明し、信号処理ユニット等の
説明を省略する。
　なお、第１の実施形態と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００７４】
　図１４に示す内視鏡装置３１０は、本発明の第３の実施形態に係り、蛍光により病変部
を診断する内視鏡装置である。
　内視鏡装置３１０は、図１４に示すように、可視光および励起光を時間順次に出射する
光源部２０と、生体体腔内に挿入され病変部Ｃを撮像する内視鏡スコープ（挿入部）３３
０と、内視鏡スコープ１３０により撮像された病変部Ｃの画像信号を信号処理する信号処
理ユニット６０と、信号処理ユニット６０からの出力を表示するモニタ７０と、から概略
構成されている。
【００７５】
　内視鏡スコープ３３０の先端部３１には、病変部Ｃからの戻り光および蛍光が入射され
る第１レンズ系３３ａ、第２レンズ系３３ｂと、各レンズ系３３ａ，３３ｂを透過した光
のうち所定波長帯域の光を遮光する第１カットフィルタ３４ａおよび第２カットフィルタ
３４ｂと、各カットフィルタ３４ａ，３４ｂを透過した光による病変部Ｃの像が結像され
る第１ＣＣＤ（第１の撮像手段）３５ａ、第２ＣＣＤ（第２の撮像手段）３５ｂと、が備
えられている。
【００７６】
　図１５（ａ），（ｂ）は、病変部Ｃに与えられている蛍光剤を励起する励起光と蛍光剤
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から発せられる蛍光との波長を説明する図である。病変部Ｃには、図１５（ａ）に示すよ
うに、あらかじめ第５励起光（励起光）ＥＸ５により第５蛍光（蛍光）ＦＬ５を発する第
５蛍光剤と、図１５（ｂ）に示すように、病変部Ｃの病変に係る細胞（例えば癌細胞）に
存在する酵素等により分解され、かつ第６励起光（励起光）ＥＸ６により第６蛍光（蛍光
）ＦＬ６を発する第６蛍光剤が与えられている。
　そのため、病変部Ｃの第５蛍光剤が浸透している領域からは、第５蛍光ＦＬ５が発せら
れ、癌細胞からは第６蛍光ＦＬ６が発せられている。
【００７７】
　病変部Ｃからの各光Ｂ，Ｇ，Ｒ，ＥＸ５，ＥＸ６の戻り光および蛍光剤から発せられる
各蛍光ＦＬ５，ＦＬ６は、図１４に示すように、各レンズ系３３ａ，３３ｂを介して各カ
ットフィルタ３４ａ，３４ｂに入射される。
　第１カットフィルタ３４ａは、図１５（ｃ）に示すように、第５蛍光ＦＬ５よりも短波
長の波長帯域の光を遮光して、それよりも長い波長帯域の光を透過する特性を有している
。そのため、第１ＣＣＤ３５ａには第５蛍光ＦＬ５、第６励起光、第６蛍光ＦＬ６が入射
される。
　第２カットフィルタ３４ｂは、図１５（ｄ）に示すように、第６励起光ＥＸ６を含む所
定波長帯域の光を遮光して、その他の波長帯域の光を透過する特性を有している。そのた
め、第２ＣＣＤ３５ｂには、青色光Ｂ、緑色光Ｇ、赤色光Ｒ、第５励起光ＥＸ５、第６蛍
光ＦＬ６が入射される。
【００７８】
　なお、第１カットフィルタ３４ａとして、上述のように、第５蛍光ＦＬ５よりも短い波
長帯域の光全てを遮光するフィルタを用いても良いし、第２カットフィルタ３４ｂと同様
に、第５励起光ＥＸ５を含む所定波長帯域の光のみを遮光するフィルタを用いても良い。
　さらに、各カットフィルタ３４ａ、３４ｂとして、上述のように、可視光波長帯域にお
いては、その全ての波長帯域に光透過性を有するフィルタを用いても良いし、可視光波長
帯域においては、青色光Ｂ、緑色光Ｇ、赤色光Ｒの３つの波長帯域のみに光透過性を有す
るフィルタを用いても良い。
【００７９】
　次に、上記の構成からなる内視鏡装置３１０における作用について説明する。
　病変部Ｃからの各光Ｂ，Ｇ，Ｒ，ＥＸ５，ＥＸ６の戻り光および各蛍光ＦＬ５，ＦＬ６
が各カットフィルタ３４ａ，３４ｂに入射するまでは、第１の実施形態と同様であるため
、説明を省略する。
　第１ＣＣＤ３５ａには、第１カットフィルタ３４ａを透過した第５蛍光ＦＬ５、第６励
起光ＥＸ６、第６蛍光ＦＬ６が時間順次に入射する。第１ＣＣＤ３５ａは、タイミング信
号に基づきＣＣＤドライバ３７により、第５蛍光ＦＬ５のみを撮像するように制御されて
いる。
　第２ＣＣＤ３５ｂには、第２カットフィルタ３４ｂを透過した青色光Ｂ、緑色光Ｂ、赤
色光Ｒ、第５励起光ＥＸ５、第６蛍光ＦＬ６が時間順次に入射する。第２ＣＣＤ３５ｂは
、タイミング信号に基づきＣＣＤドライバ３７により、青色光Ｂ、緑色光Ｇ、赤色光Ｒ、
第６蛍光ＦＬ６のみを撮像するように制御されている。
【００８０】
　第１ＣＣＤ３５ａにより撮像された第５蛍光の画像は、画像信号に変換されアンプ６１
に出力される。
　第２ＣＣＤ３５ｂにより撮像された青色光Ｂ、緑色光Ｇ、赤色光Ｒによる病変部Ｃの画
像および第６蛍光の画像は、画像信号に変換されアンプ６１に出力される。
　以後の作用は第１の実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【００８１】
　上記の構成によれば、第５蛍光の波長帯域と第６励起光の波長帯域とが接近または重な
り合っていても第５蛍光を観察することができる。その結果、蛍光剤の使用可能な組み合
わせパターンを増やすことができ、病変部Ｃの観察を更に行いやすくすることができる。
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【００８２】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、上記の実施の形態においては、２つの異なる波長帯域の励起光と、これら励起
光に励起される２つの異なる波長帯域の蛍光とを用いる内視鏡装置に適用して説明したが
、用いる励起光および蛍光の波長帯域がそれぞれ２つのものに限られることなく、３つ以
上の波長帯域の励起光および蛍光を用いる内視鏡装置に適用することができるものである
。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡装置を示す概略図である。
【図２】図１に示す光源部における照明フィルタを示す平面図である。
【図３】照明フィルタの各フィルタの光透過特性と、蛍光剤に係る励起光および蛍光の波
長と、カットフィルタの光透過特性との関係を示す図である。
【図４】図１に示す内視鏡装置により観察された病変部の表示例を示す図である。
【図５】図１に示す内視鏡装置により観察された病変部の他の表示例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態の第１変形例に係る内視鏡装置を示す概略図である。
【図７】図６に示す光源部における照明フィルタを示す平面図である。
【図８】本発明の第１の実施形態の第２変形例に係る内視鏡装置を示す概略図である。
【図９】図８の内視鏡における制御方法を説明するフローチャートである。
【図１０】図８のモニタにおける表示方法を説明する概略図である。
【図１１】図８のモニタにおける他の表示方法を説明する概略図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係る内視鏡装置を示す概略図である。
【図１３】蛍光剤に係る励起光および蛍光の波長と、カットフィルタの光透過特性と、を
示す図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係る内視鏡装置を示す概略図である。
【図１５】蛍光剤に係る励起光および蛍光の波長と、カットフィルタの光透過特性と、を
示す図である。
【符号の説明】
【００８４】
　１０、１１０、２１０、３１０　内視鏡装置
　２０、１２０　光源部（照明手段）
　２４　モータドライバ（切替手段）
　２５　タイミングジェネレータ（切替手段）
　２８Ｂ　青色光フィルタ（可視光照射手段）
　２８Ｇ　緑色光フィルタ（可視光照射手段）
　２８Ｒ　赤色光フィルタ（可視光照射手段）
　２８ＥＸ１　第１励起光フィルタ（励起光照射手段）
　２８ＥＸ２　第２励起光フィルタ（励起光照射手段）
　３０、１３０、２３０、３３０　内視鏡スコープ（挿入部）
　３４、２３４　カットフィルタ
　３４ａ　第１カットフィルタ
　３４ｂ　第２カットフィルタ
　３５　ＣＣＤ（撮像手段）
　３５ａ　第１ＣＣＤ（第１の撮像手段）
　３５ｂ　第２ＣＣＤ（第２の撮像手段）
　６６　蛍光信号測定部（蛍光評価手段）
　７１　マーク（蛍光評価手段）
　７２　蛍光量表示バー（蛍光評価手段）
　１２３　照射フィルタ（可視光照射手段）
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　１２７　レーザ光源（励起光照射手段）
　Ｃ　病変部（被観察領域、所定の範囲）
　Ｂ　青色光（照明光）
　Ｇ　緑色光（照明光）
　Ｒ　赤色光（照明光）
　ＥＸ１　第１励起光（励起光）
　ＥＸ２　第２励起光（励起光）
　ＥＸ３　第３励起光（励起光）
　ＥＸ４　第４励起光（励起光）
　ＥＸ５　第５励起光（励起光）
　ＥＸ６　第６励起光（励起光）
　ＦＬ１　第１蛍光（蛍光）
　ＦＬ２　第２蛍光（蛍光）
　ＦＬ３　第３蛍光（蛍光）
　ＦＬ４　第４蛍光（蛍光）
　ＦＬ５　第５蛍光（蛍光）
　ＦＬ６　第６蛍光（蛍光）

【図１】 【図２】
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